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規    則 

 

那覇市道路占用料徴収条例施行規則（道路管理課） 

那覇市規則第２号  

平成31年２月15日  

公   布   済  

 

 

那覇市道路占用料徴収条例施行規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市会計規則の一部を改正する規則（出納室） 

那覇市規則第３号  

平成31年２月15日  

公   布   済  

 

 

那覇市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

那覇市規則第４号  

平成31年２月15日  

公   布   済  

 

 

那覇市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1416 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1417 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1418 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1419 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1420 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1421 

 

 

 

 

 

那覇市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正

する規則（人事課） 

那覇市規則第５号  

平成31年２月15日  

公   布   済  

 

 

那覇市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則（人事

課） 

那覇市規則第６号  

平成31年２月15日  

公   布   済  

 

 

那覇市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市母子保健法施行細則の一部を改正する規則（地域保健課） 

那覇市規則第７号  

平成31年２月15日  

公   布   済  

 

 

那覇市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

建築基準法第42条第１項第５号の規定による道路の指定について（建

築指導課） 

那覇市告示第 511 号  

平成 31 年２月６日  

掲 示 済  

 

建築基準法第 42条第１項第５号の規定による道路の指定について 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第５号の規定による道路を

次のとおり指定したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市まちなみ共創部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 指 定 番 号：第１号 

２ 指定道路の種類：第 42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

３ 指 定 年 月 日：平成 31年２月６日 

４ 指定道路の位置：那覇市字大道上大道原 215番２、216番１ 

５ 指定道路の幅員：4.12ｍ 

６  指定道路の延長：27.53ｍ 
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投票資格者名簿の閲覧について（選挙管理委員会） 

 

那覇市告示第 515 号  

平成 31 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

投票資格者名簿の閲覧について 

 

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例施行規則（平成 30

年 12月 14日）第３条１項の規定により閲覧に供する投票資格者名簿に登録した者

の氏名、住所、生年月日及び性別を記載した書面の閲覧に期間並びに場所は次のと

おりである。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

  閲覧の期間   平成 31年２月 15日（８時 30分～午後５時） 

 

 閲覧場所    那覇市泉崎１丁目１番１号  

         那覇市役所本庁舎 12階 選挙管理委員会事務局 
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投票所について（選挙管理委員会） 

那覇市告示第 516 号  

平成 31 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

 

投票所について 

 

 

平成 31年２月 24日執行の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県

民投票の投票所を次のとおり定める。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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投票管理者又はその職務代理者の氏名等について（選挙管理委員会） 

那覇市告示第 517 号  

平成 31 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

 

投票管理者又はその職務代理者の氏名等について 

 

 

平成31年２月24日執行の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投

票における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任し

た。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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期日前投票所について（選挙管理委員会） 

那覇市告示第 518 号  

平成 31 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

 

期日前投票所について 

 

平成31年２月24日執行の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投

票における期日前投票の場所を次のとおり定める。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等に

ついて（選挙管理委員会） 

那覇市告示第 519 号  

平成 31 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

 

期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

 

 

平成31年２月24日執行の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投

票における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選

任した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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開票の場所及び日時について（選挙管理委員会） 

那覇市告示第 520 号  

平成 31 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

開票の場所及び日時について 

 

平成 31年２月 24日執行の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県

民投票における開票の場所及び日時は、次のとおりである。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 場 所  那覇市字識名 1227番地 

          那覇市民体育館 メインアリーナ 

 

２ 日 時  平成 31年２月 24日（日） 午後９時 10分 

 

 

 

開票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等について（選挙管理

委員会） 

那覇市告示第 521 号  

平成 31 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

 

開票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

 

 

平成 31年２月 24日執行の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民

投票における開票管理者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

 

 

                    那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

開票管理者 職務代理者 

氏 名 住 所 氏 名 住 所 

松田 義之 
那覇市古島２丁目３番

地５ 
日高 清義 

那覇市首里儀保町４丁

目 112番地５ 
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開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について（選挙管理委員

会） 

那覇市告示第 522 号  

平成 31 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

 

開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

 

 

平成31年2月24日執行の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県

民投票において、開票立会人として届出のあった者が 10人を超える場合のくじ

を行う場所及び日時は、次のとおりである。 

 

 

               那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号   

那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会事務局 

 

２ 日 時  平成 31年２月 21日（木）  午後５時 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 549 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり

指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

名  称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

金城町皮フ科 医療法人 隆生会 

平成 30年 12月１日 

那覇市字松川 407番地１ ＳｅｔＢビル１階 

オリーブ薬局 MACアドバイザリー株式会社 

平成 30年 12月１日 

那覇市田原３丁目１番地 12 101 

りの歯科クリニック 石川 貴史 

平成 31年１月 15日 

那覇市久米１－８－５ 

さくもと歯科クリニック 佐久本 圭 

平成 31年１月 15日 

那覇市繁多川５－17－20 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 550 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 開設者 
廃止年月日 

所 在 地 

金城町皮フ科 医療法人 隆生会 

平成 30年 12月１日 

那覇市繁多川３丁目６番 26号 

宮里歯科医院 宮里 良雄 

平成 30年 12月31日 

那覇市泉崎１丁目 19番 17号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 551 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の変更について 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成 6年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の 2第 4項に

おいて準用する第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定

による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

変更年月日 
変更事項 

変  更  後 

( 変 更 前 ) 

デイサービスセンター歩夢 

平成 31年１月１日 

事業所名 ポラリスデイサービスセンター古波蔵 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 552 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項にお

いて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規

定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

（廃止する事業の種類） 
廃止年月日 

所 在 地 

宮里歯科医院 

（居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、訪問看護） 
平成 30年 12月31日 

那覇市泉崎１丁目 19番 17号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 553 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の指定について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第１項及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定施術機関として、次のと

おり指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

施 術 者 施術の種類 指定年月日 

施術所名称 施術所所在地 

山城 孝乃 あん摩･マッサージ 平成 31年１月 11日 

大翔みんなの治療院 
那覇市長田２－32－20 

ハイライズ成輝 703 

新城 健勇 
はり・きゅう 

あん摩･マッサージ 
平成 31年１月 11日 

大翔みんなの治療院 
那覇市長田２－32－20 

ハイライズ成輝 703 

砂川 隆久 
はり・きゅう 

あん摩･マッサージ 
平成 31年１月４日 

がんじゅう鍼灸院 那覇市字国場 27番地 １階 
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有銘 光 柔道整復 平成 31年２月 12日 

アイリー整骨院 那覇院 那覇市天久 816 金城ビル１階 左号室 

原田 明正 柔道整復 平成 31年２月 12日 

首里山整骨院 那覇市首里山川町１－135－10 

安藤 博之 
柔道整復 

はり・きゅう 
平成 31年２月 12日 

栄町整骨院 

栄町鍼灸治療院 
那覇市安里 388－７ 

 

 

 

示  済 

 示      済 

公    告 

 

一般国道 506 号新設工事（小禄道路・沖縄県那覇市字鏡水箕隅原地内

から豊見城市字名嘉地屋無垣原地内まで）及びこれに伴う一般国道付替工事

に係る写しの縦覧（道路建設課） 

那覇市公告第 558 号  

平成 31 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 土地収用法（昭和 26年法律第 219号。以下「法」という。）第 24条第１項の規定

により、国土交通大臣から事業認定申請書及びその添付書類の写しの送付を受けた

ので、同条第２項の規定により、これを公衆の縦覧に供するため次のとおり公告す

る。 

なお、事業の認定について利害関係を有する者は、この公告に基づく縦覧期間内

に限り、法第 23条の規定により、国土交通大臣に土地収用法施行規則（昭和 26年

建設省令第 33号）第４条の規定に従って公聴会開催請求書を提出することができ、

また、法第 25条の規定により、沖縄県知事に意見書を提出することができる。 

 

 

沖縄県那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 起業者の名称  国土交通大臣 

 

２ 事業の種類   一般国道 506号新設工事（小禄道路・沖縄県那覇市字鏡水箕

隅原地内から豊見城市字名嘉地屋無垣原地内まで）及びこれに

伴う一般国道付替工事 

   

３ 起業地 

  イ 収用の部分 

   沖縄
おきなわ

県那覇
な は

市字鏡水
かがみず

箕隅原
みのすみばる

、字鏡水
かがみず

崎原
さちばる

、字鏡水
かがみず

水溜
みずたま

屋
や

原
ばる

、字鏡水
かがみず

鏡水原
かがみずばる

、

字鏡水
かがみず

増
まし

過
つくわ

原
ばる

、字安
あ

次
し

嶺
みね

宇
う

茶
ちゃ

原
ばる

、字安
あ

次
し

嶺
みね

下原
しもばる

、字安
あ

次
し

嶺
みね

嘉
か

増
まし

原
ばる

、字当
とう

間
ま

当
とう

間
ま

原
ばる

、字赤嶺
あかみね

大嶺
おおみね

御
う

嶽
たき

原
ばる

、字高
たか

良
ら

仲
なか

添
し

原
ばる

、高良
た か ら

三丁目
さんちょうめ

、字宮城
み や ぎ

平田
ひ ら た

原
ばる

、宮城
み や ぎ

一丁目
いっちょうめ

、具志
ぐ し

一丁目
いっちょうめ

、字具志
ぐ し

白
しら

城
ぐしく

原
ばる

、字具志
ぐ し

桃
とう

原
ばる

、字具志
ぐ し

卸
うるし

口
ぐち

原
ばる

、字具志
ぐ し

宇
う

知
ち

座
ざ

原
ばる

及び具志
ぐ し

三丁目
さんちょうめ

地内 

    

  ロ 使用の部分 

   沖縄
おきなわ

県那覇
な は

市字鏡水
かがみず

箕隅原
みのすみばる

、字鏡水
かがみず

崎原
さちばる

、字鏡水
かがみず

水溜
みずたま

屋
や

原
ばる

、字鏡水
かがみず

鏡水原
かがみずばる

、

字鏡水
かがみず

増
まし

過
つくわ

原
ばる

、字安
あ

次
し

嶺
みね

宇
う

茶
ちゃ

原
ばる

、字安
あ

次
し

嶺
みね

下原
しもばる

、字安
あ

次
し

嶺
みね

嘉
か

増
まし

原
ばる

、字安
あ

次
し

嶺
みね

南
へぇ

原
ばる

、字当
とう

間
ま

当
とう

間
ま

原
ばる

、字赤嶺
あかみね

大嶺
おおみね

御
う

嶽
たき

原
ばる

、字高
たか

良
ら

仲
なか

添
し

原
ばる

、高良
た か ら

三丁目
さんちょうめ

、字宮城
み や ぎ

平田
ひ ら た

原
ばる

、具志
ぐ し

一丁目
いっちょうめ

、字具志
ぐ し

白
しら

城
ぐしく

原
ばる

、字具志
ぐ し

桃
とう

原
ばる

、字具志
ぐ し

卸
うるし

口
ぐち

原
ばる

、字具志
ぐ し

宇
う

知
ち

座
ざ

原
ばる

及び具志
ぐ し

三丁目
さんちょうめ

地内 

    

４ 縦覧場所  那覇市役所 

 

５ 縦覧期間  公告の日から平成 31年２月 27日まで 
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会議開催の公告（秘書広報課） 

那覇市公告第 561 号  

平成 31 年２月 14 日  

掲 示 済  

 

会議開催の公告 

 

次のとおり、会議を開催しますので公告します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

記 

 

１ 会議の名称   那覇市政功労者表彰審査委員会 

２ 開催年月日   平成 31年３月４日（月）午後３時 15分～午後５時 00分 

３ 開催場所    那覇市役所 本庁舎 ５階 庁議室 

４ 議  題    平成 31年度那覇市政功労者表彰候補者の審査について 

５ 傍  聴    可   （定員 名 ただし先着順です。） 

          否 理由（ 個人情報の保護 ） 

６ 照 会 先    担当事務局（総務部 秘書広報課）（☎ 861-5173 ） 

          担当 山内 

 

 

 

 

 

 

個人情報業務届出書の公表について（秘書広報課） 

那覇市公告第 570 号  

平成 31 年２月 18 日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1457 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（市民生活安全

課） 

那覇市公告第 571 号  

平成 31 年２月 18 日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的外

利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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農連市場地区防災街区整備事業の施行地区及び設計の概要を表示す

る図書の縦覧について（まちなみ整備課） 

那覇市公告第 580 号  

平成 31 年２月 27 日  

掲 示 済  

 

 

農連市場地区防災街区整備事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書

の縦覧について 

 

 

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年５月９日法律

第 49号）第 143条第４項の規定に基づき、下記事業に係る図書を、同法第 163条第

６項又は同法第 244条第２項の公告の日まで、縦覧に供します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名 称：農連市場地区防災街区整備事業 

２ 図 書：施行地区及び設計の概要を表示する図書 

３ 縦覧場所：那覇市まちなみ共創部まちなみ整備課 

（那覇市泉崎１丁目１番１号本庁舎８階） 

４ 縦覧時間： 午前８時 30分から午後５時 15分まで（土･日曜日及び祝日を除く） 

 

 

 

那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務委託契約の制限付一般競争入札

の実施について（管財課） 

那覇市公告第 583 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務委託契約の制限付一般競争入札の実施

について 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

                       那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務 

（２）履 行 場 所 那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」という。） 

        那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）業務の目的  本庁舎外周及び中庭に設置されている植物を常に良好な状 

態に管理し、庁舎の美観を保つとともに遮熱効果を提供す 

ることを目的とする。 

（４）履 行 期 間 平成 31年４月１日から平成 32年３月 31日  

          ※本事業予算については、平成 31年度当初予算に計上してい

るところです。事業の執行については、予算成立が前提となる

ため、内容等に変更が生じる場合があることを予めご留意くだ

さい。       

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら

ない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める

資格をすべて満たされなければならない。 

（１）那覇市「建設業者格付名簿」の業種「造園」に登録されていること。 

（２）従業員に常勤の者で造園施工管理技術士の資格を有する者が１人以上いるこ

と。 

（３）営業実績が２年以上あること。 

（４）那覇市の市税を完納していること。 

（５）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）のい

ずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の要

件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営

業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（６）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（７）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（８）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（９）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（10）経営及び信用の状況が良好であること。 

（11）施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定する者に該当し

ないこと。 

（12）施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項各号のいずれかに該当

すると認められたものにあっては、その事実があった後２年を経過しているこ

と。 

（13）那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。)第２条第１号に規定す

る暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係して

いないこと。 

（14）その他市長が必要と認める条件 
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３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 31年３月 1日(金）～ 平成 31年３月８日(金)     

     午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階  

那覇市総務部管財課 

※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

（１）質問期間 平成 31年３月１日(金）～ 平成 31年３月８日(金) 

（２）質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出する

こと。※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

（３）回答日   平成 31年３月 12 日(火) 

（４）回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

     

５ 入札執行の日時及び場所 

（１）日 時 平成 31年３月 19日 (火) 

午後３時 00分受付開始 午後３時 10分入札開始 

（２）場 所 那覇市泉崎１-１-１ 那覇市役所本庁舎５階 501会議室 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第１項に基づき免除することができる。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

  落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持

参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９）その他市長が必要と認める書類 
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９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とします。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

 

那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借契約の制限付一般競争入札の実

施について（管財課） 

那覇市公告第 584 号  

平成 31 年３月１日  

 

那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借契約の制限付一般競争入札の実施につ

いて 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

                       那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借 

（２）履 行 場 所 那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」という。） 

        那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）業務の目的  本庁舎内に観葉植物を設置し、常に状態の良い状況を保 

ち来庁する市民に憩いの空間を提供することを目的とする。 

（４）履 行 期 間 平成 31年４月１日から平成 32年３月 31日        

※本事業予算については、平成 31年度当初予算に計上しているところです。

事業の執行については、予算成立が前提となるため、内容等に変更が生じる

場合があることを予めご留意ください。 
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２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

    この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら

ない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める

資格をすべて満たされなければならない。 

（１）那覇市「建設業者格付名簿」の業種「造園」に登録されていること。 

（２）営業実績が２年以上あること。 

（３）那覇市の市税を完納していること。 

（４）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）のい

ずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の要

件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営

業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（５）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（６）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（７）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（８）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（９）経営及び信用の状況が良好であること。 

（10）施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定する者に該当し

ないこと。 

（11）施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項各号のいずれかに該当

すると認められたものにあっては、その事実があった後２年を経過しているこ

と。 

（12）那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。)第２条第１号に規定す

る暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係して

いないこと。 

（13）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月８日（金）     

     午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階  

那覇市総務部管財課 

※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 31年３月 1日（金）～平成 31年３月８日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回答日  平成 31年３月 12日（火） 

回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 
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５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 31年３月 19日(火) 

午後４時受付開始 午後４時 10分入札開始 

  場 所 那覇市泉崎１-１-１ 那覇市役所本庁舎５階会議室(501) 

  ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第１項に基づき免除することができる。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

  落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持

参のうえ提出すること。 

（１） 入札資格審査申請書 

（２） 業務実績表（市様式） 

（３） 商業登記簿 

（４） 市税完納証明書 

（５） 所在地確認資料 

（６） 労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７） 社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８） 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とします。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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トイレ洗浄殺菌装置等賃貸借及び保守管理契約の制限付一般競争入

札の実施について（管財課） 

那覇市公告第 585 号  

平成 31 年３月１日  

 

トイレ洗浄殺菌装置等賃貸借及び保守管理契約の制限付一般競争入札の実

施について 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

                       那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 トイレ洗浄殺菌装置等賃貸借及び保守管理契約 

（２）履行場所   那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」という。） 

 那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履行期間   平成 31年４月１日から平成 32年３月 31日 

※本事業予算については、平成 31年度当初予算に計上しているところです。

事業の執行については、予算成立が前提となるため、内容等に変更が生じる

場合があることを予めご留意ください。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

（１）過去２年間に本市その他の官公署とその種類及び規模を同じくする契約を２

回以上にわたって締結し、実績があること。 

（２）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（３）地方税及び国税の滞納がないこと。 

（４）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）のい

ずれかを有していること。 

（５）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（６）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（７）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（８）経営及び信用の状況が良好であること。 

（９）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定する

者に該当しないこと。 
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（10）地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

たものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（11）那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第 1号。)第２条第１号に規定す

る暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係して

いないこと。 

（12）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 31年３月１日(金)～平成 31年３月８日（金）     

     午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番地１号 那覇市役所本庁舎５階  

那覇市総務部管財課 

※窓口でのみ配布します。 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 31年３月１日(金)～平成 31年３月８日（金） 

  質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回答日  平成 31年３月 12日（火） 

回答方法 メールで回答指定のあった業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

   日 時 平成 31年３月 19日 (火) 

午後２時受付開始 午後２時 10分入札開始 

   場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 501会議室 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第１項に基づき免除。 

 

８ 契約保証金 

   契約金額の 100分の 10に相当する額の納付、又は那覇市契約規則第 30条第１

項第１号に規定する履行保証保険契約を締結すること。 
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９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

  落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持

参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）納税証明書（地方税及び国税の滞納のない証明書） 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・更正年金保険）加入証明書 

（８）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市役所本庁舎消防用設備保守点検業務委託の制限付一般競争入

札の実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 586 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

那覇市役所本庁舎消防用設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札の実

施について（長期継続契約） 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

                   那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）契約案件名 那覇市役所本庁舎消防用設備保守点検業務委託 

（２）履 行 場 所 那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」） 

       那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履 行 対 象 本庁舎消防設備等 

（４）履 行 期 間 平成 31年４月１日から平成 33年３月 31日 

（５）長期継続契約 

この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づく

長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、

各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は契約

を継続するものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除があった

場合、この契約を変更又は解除することができるものとする。 

（６）目   的 

那覇市役所本庁舎に設置してある消防用設備を常に良好な状態に維持し、

万一の火災等発生時に備えるとともに、不具合の発生を未然に防止するため、

定期点検及び故障対策を実施する。 

（７）主な概要   

・消防法に基づく点検及び関係機関への報告 

・地下タンク及び埋設配管圧力検査業務 

・防災管理点検 
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２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら

ない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める

資格をすべて満たされなければならない。 

（１）那覇市「建設業者格付名簿」の業種「消防施設」に登録されていること。 

（２）平成 29年４月１日から平成 31年３月 31日までの２ヵ年度において、建築物

における消防用設備の保守点検業務を元請として実施した実績があり、当該期

間における年度平均の受注金額が 50万円以上あること。 

（３）従業員に次の資格を有する者がいること。 

・消防設備士免状(甲種１～５類及び乙種６類) 

・第 1種消防設備点検資格者免状 

・第２種消防設備点検資格者免状 

・防災管理点検資格者免状 

・危険物取扱者免状(乙種４類又は甲種) 

（４）那覇市の市税を完納していること。 

（５）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の

要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における

営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（６）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（７）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（８）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（９）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続き

開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（10）経営及び信用の状況が良好であること。 

（11）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定す

る者に該当しないこと。 

（12）地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（13）那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。)第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

（14）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

  配布期間 平成 31年３月１日(金)～平成 31年３月８日(金) 

       午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

       （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 

       那覇市総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 
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４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

質問期間 平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月８日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで 

提出すること。 

※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

回 答 日 平成 31年３月 12日（火） 

回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答し 

ます。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

日 時 平成 31年３月 20日（水） 

      午後３時 00分受付開始  午後３時 10分入札開始 

場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号  

那覇市役所本庁舎６階（601会議室） 

  ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

  

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第１項に基づき免除する 

 

８ 契約保証金 

   契約金額の 100分の 10に相当する額の納付、又は那覇市契約規則（昭和 46年

那覇市規則第 13号）第 30条第１項第１号に規定する履行保証保険契約を締結す

ること。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

 落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持参

のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（９）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（10）その他市長が必要と認める書類 
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10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び「２ 入札に参加する者に必要な

資格に関する事項」に違反した入札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市 総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

 

那覇市役所本庁舎エスカレーター保守点検業務委託の制限付一般競

争入札の実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 587 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

那覇市役所本庁舎エスカレーター保守点検業務委託の制限付一般競争入札

の実施について（長期継続契約） 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

                  那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 那覇市役所本庁舎エスカレーター保守点検業務委託 

（２）履 行 場 所 那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」） 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履 行 対 象 エスカレーター４基（型式:S1000TE-D） 

（４）履 行 期 間 平成 31年４月１日から平成 33年３月 31日 
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（５）長期継続契約 

この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づく長期

継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、各年度

における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は契約を継続す

るものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除があった場合、この

契約を変更又は解除することができるものとする。 

（６）目  的 

本庁舎に設置しているエスカレーター４基を正常かつ良好な運転状態に保

つため、定期点検及び故障対策を実施する。 

（７）主な概要 

・技術員による月に１回の巡回点検整備 

・法定定期検査 

・不時の故障等が発生したときの点検及び修理（24時間制） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

（１）那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく「建設業者格付

名簿」の業種「機械器具設置」に登録していること。 

（２）那覇市の市税を完納していること。 

（３）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の

要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における

営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（４）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（５）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（６）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（７）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続き

開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（８）経営及び信用の状況が良好であること。 

（９）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定す

る者に該当しないこと。 

（10）地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（11）那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係

していないこと。 

（12）「昇降機検査資格者」資格を有し、かつ、同一規模の保守点検実務経験が３

年以上ある者が３人以上在職していること。 

（13）制服制度があること。 
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（14）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月８日（金） 

     午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く）   

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

質問期間 平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月８日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出す 

ること。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回 答 日 平成 31年３月 12日（火） 

  回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 31年３月 19日（火） 

午前 10時 00分受付開始 午前 10時 10分入札開始 

  場 所 那覇市泉崎１-１-１ 那覇市本庁舎５階会議室（501） 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第 1項に基づき免除する。 

 

８ 契約保証金 

   契約金額の 100分の 10に相当する額の納付、又は那覇市契約規則（昭和 46年

那覇市規則第 13号）第 30条第１項第１号に規定する履行保証保険契約を締結す

ること。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持

参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 
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（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（９）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

 

那覇市役所本庁舎エレベーター保守点検業務委託の制限付一般競争

入札の実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 588 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

那覇市役所本庁舎エレベーター保守点検業務委託の制限付一般競争入札の

実施について（長期継続契約） 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

                    那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 那覇市役所本庁舎エレベーター保守点検業務委託 

（２）履 行 場 所 那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」） 

          那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履 行 対 象 エレベーター４基 

（４）履 行 期 間 平成 31年４月１日から平成 33年３月 31日 

（５）長期継続契約 

この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づく長期

継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、各年度

における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は契約を継続す

るものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除があった場合、この

契約を変更又は解除することができるものとする。 

（６）目  的 

本庁舎に設置しているエレベーター４基を正常かつ良好な運転状態に保つ

ため、定期点検及び故障対策を実施する。 

（７）主な概要 

・技術員による３ヶ月に１回の巡回点検整備 

・監視診断装置による毎月１回の点検、又は技術員による毎月１回の巡回点検 

・不時の故障等が発生したときの点検及び修理（24時間体制） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

（１）那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく「建設業者格付

名簿」の業種「機械器具設置」に登録していること。 

（２）那覇市の市税を完納していること。 

（３）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）のい

ずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の要

件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営

業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（４）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（５）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（６）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（７）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（８）経営及び信用の状況が良好であること。 

（９）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定する

者に該当しないこと。 

（10）地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

たものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 
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（11）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

（12）「昇降機検査資格者」資格を有し、かつ、同一規模の保守点検実務経験が３年

以上のある者が３人以上在職していること。 

（13）制服制度があること。 

（14）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月８日（金） 

     午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く）   

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 那覇市総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

質問期間 平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月８日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出すること。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回 答 日 平成 31年３月 12日（火） 

  回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日  時 平成 31年３月 19日（火） 

午前 11時 00分受付開始 午前 11時 10分入札開始 

  場  所 那覇市泉崎１-１-１ 本庁舎５階会議室（501） 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第１項に基づき免除する。 

 

８ 契約保証金 

    契約金額の 100 分の 10 に相当する額の納付、又は那覇市契約規則（昭和 46

年那覇市規則第 13号）第 30条第１項第１号に規定する履行保証保険契約を締

結すること。 
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９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

   落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで

持参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（９）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市役所本庁舎空調設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札

の実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 589 号  

平成 31 年３月１日  

 

那覇市役所本庁舎空調設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札の実施

について（長期継続契約） 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

                       那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名  那覇市役所本庁舎空調設備保守点検業務委託 

（２）履 行 場 所  那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」） 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履 行 対 象  空調機型式（ＥＨＰ方式、ＧＨＰ方式） 

（４）履 行 期 間  平成 31年４月１日から平成 33年３月 31日まで 

（５）長期継続契約 

この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づく長期

継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、各年度

における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は契約を継続す

るものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除があった場合、この

契約を変更又は解除することができるものとする。 

（６）目  的  本庁舎に設置している空調設備を常に良好な状態に維持すると

ともに、故障を未然防止に図るために実施する。 

（７）主な概要  

・保全技術員による年１回のシーズンイン点検（４月） 

・保全技術員による年３回のシーズンオン点検（５～10月） 

・不時の故障等が発生したときの点検及び修理 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら

ない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める

資格をすべて満たされなければならない。 
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（１）那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく「建設業者格付

名簿」の業者「管」に登録していること。 

（２）那覇市の市税を完納していること。 

（３）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）のい

ずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の要

件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営

業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（４）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（５）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（６）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（７）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（８）経営及び信用の状況が良好であること。 

（９）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定する

者に該当しないこと。 

（10）地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

たものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（11）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

（12）制服制度があること。 

（13）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月８日（金） 

     午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く）   

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月８日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出す 

ること。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回 答 日 平成 31年３月 12日（火） 

  回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 
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５ 入札執行の日時及び場所 

  日  時 平成 31年３月 20日（水） 

午後４時 30分受付開始 午後４時 40分入札開始 

  場  所 那覇市泉崎１-１-１ 那覇市本庁舎６階 601会議室 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第１項に基づき免除する。 

 

８ 契約保証金 

   契約金額の 100分の 10に相当する額の納付、又は那覇市契約規則（昭和 46 年

那覇市規則第 13 号）第 30条第１項第１号に規定する履行保証保険契約を締結す

ること。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

 落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持参

のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（９）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 
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13 お問合せ 

那覇市総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

 

那覇市役所真和志庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託の入札の

実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 590 号  

平成 31 年３月１日  

 

那覇市役所真和志庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託の入札の実施に

ついて（長期継続契約） 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のように

公告する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名  那覇市役所真和志庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 

（２）履行場所   那覇市役所真和志庁舎 

（３）履行期間  平成 31年４月１日から平成 33年３月 31日まで 

（４）長期継続契約 

この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２項の規定に基づく長期

継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、各年度

における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は契約を継続す

るものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除があった場合、この

契約を変更又は解除することができるものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）那覇産業保安監督事務所の「電気保安法人名簿」に登録されていること。 

（２）営業実績が２年以上あること。 

（３）那覇市の市税を完納していること。 

（４） 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の

要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における 

営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（５）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 
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（６）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（７）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（８）経営及び信用の状況が良好であること。 

（９）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定する

者に該当しないこと。 

（10）地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

たものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（11）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

（12）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

  配布期間 平成 31年３月１日(金)～平成 31年３月８日(金) 

       午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

       （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番地１号 本庁舎５階 

       那覇市総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月８日（金） 

  質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回 答 日 平成 31年３月 12日（火） 

回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 31年３月 20日（金） 

      午前 11時 00分受付開始  午前 11時 10分入札開始 

場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎６階 601会議室 

      ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

（３）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

 

７ 入札保証金 

那覇市契約規則第８条第１項の規定に基づく場合は免除することができる。 
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８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

  落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持

参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番地１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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平成 31 年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託に係る入札の実

施について（法制契約課） 

那覇市公告第 591 号  

平成 31 年３月１日  

 

平成 31年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託に係る入札の実施につ

いて 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条

の６、那覇市契約規則（平成 26年那覇市規則第 59号）第４条第１項及び那覇市上

下水道局契約事務規程（平成 17年那覇市水道局規程第１号）第５条第１項の規定に

より、次のように公告する。 

 

那 覇 市 長      城間 幹子  

那覇市上下水道事業管理者 兼次 俊正  

 

１ 入札に付する事項 

(１) 件 名 ①平成 31年度那覇市庁舎等清掃業務委託 

（別表１「清掃業務委託案件一覧」のとおり） 

②平成 31年度那覇市庁舎等警備業務委託 

（別表２「警備業務委託案件一覧」のとおり） 

(２) 施 設 名     別表１、別表２のとおり 

(３) 履行内容  各業務委託の仕様書のとおり 

（仕様書は入札説明会にて配布） 

(４) 契約予定日 平成 31年４月１日 

(５) 履行期間  別表１、別表２のとおり 

(６) 特記事項 長期継続契約案件の入札及び契約には、次の条件を付す。 

ア  各年度における長期継続契約の経費の範囲内で契約

を締結又は継続するものであること。 

イ 予算の減額又は削除による契約の変更又は解除の場

合があること。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札公告日から開札日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

(１) 那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務の委託に係る競争入札参加者の資格

等に関する要綱第５条第１項の名簿に登録されている者であること。 

(２) 地方自治法施行令第 167条の４第１項に規定する者に該当しないこと。  

(３) 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れた者にあっては、その事実があった後２年を経過していること。  

(４) 本市を所在とする本店、支店及び営業所のいずれかを有し、かつ沖縄県内

に本店があること。 

(５) 警備業務にあっては沖縄県公安委員会の認定を受けていること。 
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(６) 清掃業務にあっては沖縄県知事の登録を受けていること。  

(７) 那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第１号)第２条第１号の暴力

団又は、同条第２号の暴力団員に該当しておらず、又はこれらと関係してい

ないこと。  

(８) 本市において指名停止の措置を受けていないこと。  

(９) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第 372号）第２条第２号の欧州連合の供給者については、清掃業務

委託（別表１）の案件番号２「公設市場清掃業務委託」に限り、上記（１）

（４）にかかわらず、次のとおり取り扱うものとする。 

①上記(１)に係る名簿に登載がない欧州連合の供給者が、那覇市庁舎等清掃

業務委託競争入札参加資格審査申請を行う場合は、次のア・イの方法による

こと。 

 ア 申請書配布及び受付期間： 

平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月 15日（金） 

 イ 申請書配布方法：当市ホームページからダウンロード 

   ※法制契約課窓口でも受け取ることができます。 

②上記（４）を要件としないこと。 

 

３ 契約条項を示す場所  各案件の所管課（別表１、別表２のとおり） 

 

４ 入札説明会の日時・場所 

 清掃業務委託 警備業務委託 

日時 

平成 31年３月７日(木) 

受付 午前９時  

 説明 午前９時 10分 

平成 31年３月７日(木) 

受付 午後１時 30分 

説明 午後１時 40分 

場所 
那覇市役所本庁舎 12階 第１研修室 

（那覇市泉崎１丁目１番１号） 

 

５ 入札執行の日時など 

(１) 入札執行の日時・場所 

 清掃業務委託 警備業務委託 

日時 

平成 31年３月 22日(金) 

受付 午前９時 

入札 午前９時 10分 

平成 31年３月 22日(金) 

受付 午後１時 30分 

入札 午後１時 40分 

場所 
那覇市役所本庁舎 12階 第１研修室 

（那覇市泉崎１丁目１番１号） 

 

(２) 入札時提出書類 

ア 入札書（本市様式） 

イ 代理人が入札する場合にあっては委任状（本市様式） 

(３) 特記事項 

この公告は、平成 31 年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準



    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1487 

備手続であり、本入札案件は、平成 31年度当初予算成立後に効力を生じる 

 

案件である。那覇市議会により当該予算に係る議決が延期又は否決された場

合は、入札を延期又は中止する場合がある。 

 

６ 入札保証金  

那覇市契約規則第８条第１項第２号及び那覇市上下水道局契約事務規程第８

条第１項第２号の規定に基づき免除する。 

 

７ 無効の入札 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 入札に参加する資格のない者がした入札 

(２) 委任状を持参しない代理人がした入札 

(３) 入札書が所定の日時までに提出されない入札 

(４) 同一事項について、２通以上の入札書が提出された入札 

(５) 入札者が他の者の代理を兼ね、又は代理人が２人以上の代理をしてなした

入札 

(６) 連合その他不正行為によってなされたと認められる入札 

(７) 入札書の表記金額を訂正した入札、又は￥マークの記載がない入札 

(８) 入札書に記名押印を欠いた入札 

(９) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札 

(10) 入札書の日付を欠いた入札、又は入札の年月日と合わない入札 

(11) 鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用した入札 

(12) 再度入札の場合は、当該再度入札に係る案件の初度（3 回目の場合は、初

度及び２回目）の入札に不参加の者がした入札 

(13) 郵送による入札 

(14) 落札の件数制限に違反した入札 

(15) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

８ 落札の件数制限 

落札できる件数は、清掃業務委託及び警備業務委託のそれぞれにおいて次の

表のとおりとする。 

なお、落札の件数制限は、本入札において落札した案件を対象とする。（平

成 30 年度以前の契約で複数年契約（長期継続契約等）は、落札の制限の対象

とはしない。） 

 清 掃 警 備 

Ａランクの者 

Ａ級１件及びＢ級１件 Ａ級１件及びＢ級１件 

Ａ級１件及びＣ級１件 Ａ級１件及びＣ級１件 

Ｂ級２件 Ｂ級２件 

Ｂ級１件及びＣ級１件 Ｂ級１件及びＣ級１件 

Ｃ級２件 Ｃ級２件 

Ｂランクの者 
Ｂ級１件 Ｂ級１件 

Ｃ級２件 Ｃ級２件 

Ｃランクの者 Ｃ級１件 Ｃ級１件 
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９ 落札決定後の提出書類（落札者のみ提出） 

落札者は、指定された期日までに最低賃金遵守誓約書（本市様式）を各案件

の所管課へ提出すること。 

 

10 正当報酬受領証の提出 

契約を締結した者は、各案件の仕様書又は契約書に定めるとおり、正当報酬

受領証を提出すること。 

 

11 お問合せ先 

那覇市 総務部 法制契約課 物品契約グループ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-951-3253 ＦＡＸ 098-894-8974 
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那覇市保健所空調設備保守管理業務の入札の実施について（保健総務

課） 

那覇市公告第 592 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

那覇市保健所空調設備保守管理業務の入札の実施について 

 

 

地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のよう

に公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

(１) 業 務 名：那覇市保健所施設空調設備保守管理業務委託 

  (２) 履 行 場 所：那覇市保健所（那覇市与儀 1丁目 3番 21号） 

  (３) 履 行 内 容：別紙仕様書による 

  (４) 契約予定日：平成 31年４月１日 

  (５) 契 約 期 間：平成 31年（2019年）４月１日～ 

平成 32年 (2020年)３月 31日 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(１) 那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく建設業者格

付名簿の業種「管」に登録していること。 

(２) 過去２年間に官公庁の施設で空調設備保守管理業務の請負実績があるこ

と。 

 

３ 入札説明会の日時及び場所 

日時：平成 31年３月 12日（火）午前 10時 

場所：那覇市与儀１丁目３番 21号 

那覇市保健所３階 多目的室Ａ 

 

４ 入札説明会時提出書類 

２.(１)～(２)が確認できる書類 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日時：平成 31年３月 26日（火）午前 10時 

  場所：那覇市与儀１丁目３番 21号 

那覇市保健所３階 多目的室Ａ 
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６ 入札時提出書類 

(１) 入札書（市様式） 

  (２) 代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

  入札保証金は免除（那覇市契約規則第８条第１項第３号） 

 

８ 入札の無効 

  次の事項に該当する場合は、その者の入札を無効とする。 

(１) 入札に参加する資格を有しない者が行ったとき 

(２) 委任状を持参しない代理人が行ったとき 

(３) 入札書の日付が、入札の年月日と合わないとき 

(４) 入札書に記名押印（代表者印は登録印鑑届出印、代理人の場合は代理人

の印）を欠いたとき 

(５) 入札書の表記金額を訂正したとき、又は￥マークの記載がないとき 

(６) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき 

(７) 明らかに談合と認められるとき 

(８) 他の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者が行ったとき 

(９) 鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用したとき 

(10) その他入札に関する条件に違反したとき 

 

９ 郵送による入札は認めない 

 

10 留意事項 

  入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

11 お問合せ 

那覇市健康部保健総務課保健総務グループ 担当 与那覇 

〒902-0076 那覇市与儀１丁目３番 21号 

電話 098-853-7964 ＦＡＸ 098-853-7965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1493 

 

 

那覇市保健所施設環境衛生管理業務委託の入札の実施について（保健

総務課） 

那覇市公告第 593 号  

平成 31 年３月１日  

 

 

那覇市保健所施設環境衛生管理業務委託の入札の実施について 

 

 

地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のよう

に公告する。 

 

 

                    那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

(１) 業 務 名：那覇市保健所施設環境衛生管理業務委託 

(２) 履 行 場 所：那覇市保健所（所在地：那覇市与儀１丁目３番 21号） 

(３) 履 行 内 容：別紙仕様書による 

(４) 契約予定日：平成 31年４月１日 

(５) 履 行 期 間：平成 31年 (2019年)４月１日から 

平成 32年 (2020年)３月 31日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(１) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の２第１項第７号

及び第８号の登録があること。 

(２) 那覇市庁舎等清掃業務委託及び警備業務委託競争入札参加者資格等に関

する要綱第５条第１項に規定する制限付一般競争入札参加資格者名簿に

登録されていること。 

(３) 過去２年間に官公庁の施設で環境衛生管理業務もしくは清掃業務の請負

実績があること。 

(４) 建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者がいること。 

 

３ 入札説明会の日時及び場所 

日 時 平成 31年３月 12日(火) 午前 11時 

  場 所 那覇市与儀１丁目３番 21号  

那覇市保健所３階 多目的室Ａ 

 

４ 入札説明会時提出書類 

   ２.(１)～(４)が確認できる書類 
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５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 31年３月 26日(火) 午前 11時 

  場 所 那覇市与儀１丁目３番 21号 

那覇市保健所３階 多目的室Ａ 

 

６ 入札時提出書類 

(１) 入札書（市様式） 

(２) 代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金  

  入札保証金は免除（那覇市契約規則第８条第１項第３号） 

 

８ 入札の無効 

  次の事項に該当する場合は、その者の入札を無効とする。 

(１) 入札に参加する資格を有しない者が行ったとき 

(２) 委任状を持参しない代理人が行ったとき 

(３) 入札書の日付が、入札の年月日と合わないとき 

(４) 入札書に記名押印（代表者印は登録印鑑届出印、代理人の場合は代理人

の印）を欠いたとき 

(５) 入札書の表記金額を訂正したとき、又は￥マークの記載がないとき 

(６) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき 

(７) 明らかに談合と認められるとき 

(８) 他の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者が行ったとき 

(９) 鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用したとき 

(10) その他入札に関する条件に違反したとき 

 

９ 郵送による入札は認めない。 

 

10 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

11 お問合せ 

那覇市健康部保健総務課保健総務グループ 担当 与那覇 

〒902-0076 那覇市与儀１丁目３番 21号 

電話 098-853-7964 ＦＡＸ 098-853-7965 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７３５号   2019（平成31）年３月１日 

 1495 

 

消防局訓令 

 

那覇市消防安全衛生管理規程の一部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第１号  

平 成 31 年 ２ 月 1 2 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那  覇  市  消  防  局  

                                                 局長  島  袋  弘  樹  
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那覇市消防吏員被服貸与規程の一部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第２号  

平 成 31 年 ２ 月 1 2 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防吏員被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那  覇  市  消  防  局  

                                                 局長  島  袋  弘  樹  
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那覇市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第３号  

平 成 3 1 年 ２ 月 ８ 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那  覇  市  消  防  局  

                                                 局長  島  袋  弘  樹  
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